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早期健全化基準、財政再生基準、経営健全化基準について

１ 実質赤字比率

（１）早期健全化基準については、現行の地方債協議・許可制度にお

ける許可制移行基準（市町村 2.5％～10％、都道府県2.5％）と※

財政再生基準との中間の値をとり、市町村は財政規模に応じ11.25

。 。～15％ 都道府県は3.75％とする、 。 ※特別区を含む 以下同じ

（２）財政再生基準については、財政規律を確保する上で事実上の規

範として定着している現行再建法の起債制限の基準を用い、市町

村は20％、都道府県は５％とする。

２ 連結実質赤字比率

（１）早期健全化基準は、実質赤字比率の早期健全化基準に、公営企

業会計等における経営健全化等を踏まえ５％加算し、市町村につ

いては財政規模に応じ16.25～20％、都道府県については8.75％と

する。

（２）財政再生基準は、実質赤字比率の財政再生基準に（１）と同様

の観点から10％加算し、市町村は30％、都道府県は15％とする。

※ 連結実質赤字比率は、法で導入された新しい指標であることに鑑み、財政運営に大きな制約

。を与える財政再生基準については ３年間の経過的な基準 10～５％引上げ を設ける予定、 （ ）
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３ 実質公債費比率

（１）早期健全化基準については、市町村・都道府県とも、現行の地

方債協議・許可制度において一般単独事業の許可が制限される基

準とされている25％とする。

（２）財政再生基準は、市町村・都道府県とも、現行の地方債協議・

許可制度において、公共事業等の許可が制限される基準とされて

いる35％とする。

※ 財政健全化計画の内容は、地方公共団体の自主性に委ねられることを踏まえ、地方債同意

討する。等基準における（１ （２）の間の起債制限の事業区別は撤廃する方向で検）

４ 将来負担比率

実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平

均的な地方債の償還年数を勘案し、市町村は350％、都道府県及び政

令市は400％とする。

５ 公営企業における資金不足比率

経営健全化基準（早期健全化基準に相当する基準）は、現行の地方

債協議・許可制度における許可制移行基準の２倍である20％とする。

（営業収益／年の５％程度の合理化努力×４年のイメージ）
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